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本稿は，我が国の PFI に関する知見のさらなる蓄積に向けて，これまで我が国において実施されてきた

PFI に関する経済学的研究の概況を整理するものである．PFI に関する経済学的研究の知見は，PFI の実務，

政策の双方に示唆を加えるものであり，特に近年その重要性が増している．我が国の PFI に関する学術研

究の歴史は 1999 年まで遡り，今日に至るまで土木分野を中心に数多くの学術研究が蓄積されてきた．経

済分野の学術研究も一定程度の蓄積を確認することはできるが，諸外国と比較すると十分な水準とは言い

難い．特に，理論研究は既存の経済理論を拡張し，諸外国の研究とも整合的な結果を得ているものが多い

一方で，実証研究は分析内容が限定されており，研究のさらなる発展に向けて課題が残る． 
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1. はじめに 

 

我が国の PFI（Private Finance Initiative）事業は，1999年

の「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」の施行以降，増加の一途を辿っており，

2019年度末時点で 740件もの PFI事業の実施方針が公表

されている（内閣府，2019 1)）．また，政府は，さらな

る PFIの推進に向けて様々な施策を展開していく方針を

示しており（内閣府，2020 2)），今後も PFI 事業の増加，

多様化が見込まれる． 

PFI 事業の増加に合わせて，土木分野を中心に PFI を

対象とした学術研究も数多く行われてきた．一方，諸外

国と比較すると，経済分野の学術研究の蓄積が乏しいと

言える．PFI は公共政策，金融，契約などの経済分野と

も親和性があることから，PFI に関する経済学的研究

（以下，「PFI 経済研究」）の蓄積は有意義なものとな

るだろう．実際，PFI 経済研究は我が国の PFI の実務，

政策の双方に対して有益な示唆を加えるものである．例

えば，丹生谷・福田（2018）3) では，実務上の課題の 1

つとして「情報の非対称性が存在する中での公平性・競

争性が確保された調達（丹生谷・福田，2018，pp.56）」

が挙げられている．この課題は，経済学の中でも入札理

論の分野において取り組まれてきたテーマである．また，

内閣府（2020）の改定によって，「事業期間においても

民間事業者が所有権を保持することにより，機動的な施

設改修など民間の創意工夫が発揮しやすいなどのメリッ

トがある BOT方式（Build-Operate-Transfer）を促進するた

め，非収益施設に限定している現行の税制の特例措置の

拡充等の方策を検討する．（内閣府，2020，pp.9）」と

いう記述が追加された．この記述は，契約理論の分野に

おいて取り組まれてきた残余決定権の所在に関する問題

を踏まえたものであると推察される．事実，この記述は，

契約理論をベースとした理論研究の指摘とも整合する． 

本稿では，以上のような背景を踏まえ，これまで我が

国において実施されてきた PFI経済研究の概況の整理を

行った．そして，理論研究の蓄積が確認できる一方で，

実証研究は主にデータの制約から分析内容が限定されて

いることを明らかにした．  

 

 

2. 我が国のPFI研究 

 

(1)  PFI研究の分野 

我が国の PFIに関する学術研究の歴史は，学術雑誌に

掲載されている文献に限れば 1999 年まで遡る．それか

ら今日に至るまで，PFI は幅広い分野において研究対象

とされてきた．例えば，1999 年から 2019 年にかけて発

表された文献について，学術文献検索サービス「Google 

Scholar」上で「Private Finance Initiative」，「PFI」といった

キーワードを検索すると 3,000 点を超える文献が存在す

ることが確認できる（2020年 4月 1日時点）．それらの

うち，PFI の導入事例に関する考察を行っている文献や
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個別の施設あるいは分野への PFIの導入可能性について

検討を行っている文献を除く，PFI の枠組みそのものに

主眼を置いた文献（以下，「PFI 研究」）は 125 点に上

る（2020年 4月 1日時点）． 

PFI研究が掲載されている学術雑誌に着目すると，125

点ある文献を以下のように分類することができる． 
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図-1  学術雑誌の分野に基づくPFI研究の分類 

 

分類の結果，「土木」の分野の学術雑誌に掲載されて

いる文献が最も多く，「都市計画」の分野の学術雑誌に

掲載されている文献が最も少ないことがわかる．そして，

「経済」の分野の学術雑誌に掲載されている文献は全体

の 14%と，「土木」，「法律・政策」に次いで多いこと

がわかる．「経済」の分野の学術雑誌に掲載されている

文献の数は，全体では 3番目に多いが，「土木」の分野

のそれと比べると半分以下となっている．「土木」の分

野の文献がこれほどの割合を占めている要因としては，

土木学会建設マネジメント委員会内に「インフラ

PFI/PPP 研究小委員会」が組織されていること，また，

土木計画学研究発表会において PPP （Public-Private Part-

nerships）や PFIに関するセッションが設置されているこ

とが影響しているものと推察される． 

 

(2) PFI研究の主題 

PFI 研究の主題に着目すると，これまで実施されてき

たPFI研究は 4つの系統に分類することができる． 

第 1 に，リスク分担に関する研究である．例えば，

PFI 事業における官民間のリスク分担について総合的に

論じているものとして大西ほか（2003a）4) や小路

（2003a）5) などがある．また，個別のリスクに着目した

研究として，交通需要リスクについて検討を行っている

小路（2003b）6) や，建設物価変動リスクについて検討を

行っている白井ほか（2014）7) などがある．  

第 2に，入札方式に関する研究である．例えば，事業

者の選定に用いられている総合評価一般競争入札の評価

値の算出式に着目したものとして，駒井（2004）8) や大

西・宮本（2017）9) がある．また，非価格要素に関する

入札競争に着目したものとして，原田（2015）10) がある． 

第 3に，VFM（Value For Money）の評価に関する研究

である．例えば，VFM を生み出す諸条件について検討

を行っているものとして，北詰ほか（2018）11) がある．

また，VFM の発現と相関のある諸条件について計量分

析を行っているものとして，下野・前野（2010）12) や要

藤ほか（2016）13)  などがある． 

第 4に，官民の契約問題に関する研究である．例えば，

PFI 契約における情報の非対称性に着目したものとして，

石ほか（2006）14) ，原（2018）15) などがある．前者は

SPCによるモラルハザードの抑制方法について検討を行

っており，後者は，モラルハザードと逆選択の解決策に

ついて検討を行っている．この他にも，PFI 契約の不完

備性に着目し，契約によって規定されていない事項に関

する意思決定権，すなわち残余決定権の所在について検

討を行っているものとして，大西ほか（2003b）16) や岡

本ほか（2003）17) などがある． 

 

 

3.  我が国のPFIに関する経済学的研究 

 

(1) 初期のPFI経済研究 

我が国においてこれまで実施されてきた PFI研究には，

経済学的観点から検討を行っている研究もいくつか確認

されるが，前述のように，他の分野と比較するとその数

は少ない．初期の PFI 経済研究には，大島（2001）18) や

赤井（2002）19) がある．いずれも既存の経済理論に基づ

く理論研究であり，大島（2001）は，契約の不完備性が

高い PFI事業と従来型の事業とで公共サービス供給の品

質にどのような違いが表れるのかについて検討を行って

いる．一方の赤井（2002）は，官民連携手法の 1つであ

る第三セクター企業の破綻要因について契約理論の観点

から検証を行い，PFIの有効性と限界を指摘している． 

 

(2) 経済理論に基づく議論 

大島（2001），赤井（2002）以降もいくつかの理論研

究が登場したが，いずれの研究も契約理論の観点から議

論を展開している．PFI を含む PPP を対象とした経済学

的研究では，しばしば PPP 事業を「官民間の長期的か

つ包括的な契約」と定義することがある（Beuve et al., 

2018 20)）．つまり，PPP の本質は，事業目的の達成に向

けて公共と民間事業者との間でどのような契約を締結す

るかという点にあると言える．したがって，PFI につい

て契約理論の観点から検討を行うことの意義は大きい．

赤井（2002）によれば，PFI において生じる契約問題に

は，情報の非対称性に起因する問題と契約の不完備性に

起因する問題の2種類に大別できる． 
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①情報の非対称性に起因する問題 

情報の保有量が契約者と契約請負者との間で非対称で

あるような契約では，情報的優位性，いわゆる情報レン

トが生まれ，より良い情報を持っている側がその情報レ

ントを利用して自らの利益を最大化しようとする．この

ような情報の非対称性に起因する問題には，モラルハザ

ードと逆選択の2種類がある． 

モラルハザードは，契約締結後，契約請負者が情報レ

ントを持つ場合に発生する．契約者は契約請負者の最適

な努力水準を観察することができないため，最適な水準

を下回る努力水準が選択されるリスクに直面する．PFI

の場合，公共が民間事業者のパフォーマンスを観察する

ことができない状況下において民間事業者が要求水準を

下回るパフォーマンスを発揮するようなケースがモラル

ハザードの事例として想定される． 

石ほか（2006）は，負債契約による民間事業者の中途

解約可能性を例に，PFI 事業において発生するモラルハ

ザードを財務的モラルハザードと技術的モラルハザード

の 2種類に大別しており，これらを解決するためには金

融機関によるモニタリングと保証金制度が有効であると

結論付けている．金融機関によるモニタリングとは，民

間事業者による事業資金の目的外利用の監視を指す．保

証金制度とは，契約時に公共が民間事業者から保証金を

徴収する仕組みのことで，実際の PFI事業においても用

いられている．また，原（2018）は，実際に民間事業者

によるモラルハザードが確認された事例（松森工場関連

市民利用施設整備事業）と，モラルハザードを解決する

ための取組みを実践している事例（美祢社会復帰促進セ

ンター整備・運営事業）に触れながら，モラルハザード

の解決策として，モニタリングの実施と民間事業者に対

して追加的な便益をもたらすようなインセンティブ契約

の締結が有効であると結論付けている． 

また，モラルハザードと関連して，PFI では公共と民

間事業者との間に生じる利益相反も考慮する必要がある．

公共は PFI事業を通じて社会厚生を最大化しようとする

が，民間事業者は私的利益を最大化しようとするため，

両者の間に利益相反が生じる．大西ほか（2003b）は，

この利益相反を考慮した最適な事業方式の選択について，

契約書に記されていない事項に関する意思決定権，すな

わち残余決定権の帰属先に着目し，コミュニケーション

ゲームに基づいて検討を行っている．そして，利益相反

の小さいケースでは BOT 方式が望ましく，公共の事業

管理能力が高いケースでは BTO 方式が望ましいことを

明らかにしている． 

もう一方の問題である逆選択は，契約締結前に提供さ

れる財やサービス，購入者の特性が観察できない場合に

発生する．財・サービスの購入者は，その品質に関する

十分な情報を持っていないため，低品質な財・サービス

を購入してしまうリスクに直面する．財・サービスの供

給者は，その品質に関する情報は持っていても購入者に

関する十分な情報を持っていないため，適切な財・サー

ビスを適切な価格で供給することができないリスクに直

面する．PFI の場合，公共が入札に参加してきた民間事

業者の事業遂行能力を正確に把握できないまま契約し，

事業が失敗に終わるようなケースや，維持管理及び運営

のみを行うような事業において改修履歴等の施設情報を

民間事業者が把握できず，事業予算を過大あるいは過小

に積算してしまうようなケースが逆選択の事例として想

定される． 

原（2018）は，実際に公共側の情報不足による逆選択

が観察された事例（福岡市臨海工場余熱利用施設整備事

業）と，民間事業者側の情報不足による逆選択を解決す

るための取組みを実践している事例（多摩地域ユース･

プラザ（仮称）整備等事業，新総合福祉・ボランティ

ア・NPO 会館（仮称）等整備事業）に触れながら，逆

選択の解決策としてマーケットサウンディング型官民対

話とオープンデータ化が有効であると結論付けている．

マーケットサウンディング型官民対話とは，PFI を含む

PPP 事業の立案前に公共と民間事業者が対話を行い，ア

イデアや意見，参加意向等を把握する手続きを指す（内

閣府ほか，2016 21)）．原（2018）は，この手続きによっ

て，経済学の分野で逆選択の解決策として知られるスク

リーニングとシグナリングが同時に実施可能であるとい

うメリットを指摘している． 

 

②契約の不完備性に起因する問題 

不完備性を伴う契約，すなわち不完備契約とは，契約

期間中に起こり得る事象のすべてが規定されていない契

約のことで，経済学の分野では，契約期間の長さ契約の

不完備性を高める要因の 1つとして知られている．した

がって，契約期間が 30 年にも及ぶことのある PFI 契約

は，不完備性の高い契約であると言える． 

不完備契約では，契約には規定されていない事象によ

る便益あるいは損失が発生する可能性がある．このとき，

それらをどのように分配するかは契約外の事項であるた

め，契約者と契約請負者は交渉を行い，その分配方法を

決定することとなる．そのため，不完備契約には事後的

に契約請負者の予算が変化する可能性があり，この問題

のことをソフトな予算制約問題と言う．三井（2003）22) 

は，公共による民間事業者の内部情報へのアクセスを遮

断し，かつ負債による資金調達と事業破綻時の事業契約

の中途解約を取り決めておくことでソフトな予算制約問

題を解消できることを示している． 

これらの他にも，事業期間中に契約に規定されていな

い事象が発生した場合にどのような意思決定がなされる

かについて，施設の所有権の所在の観点から検討を行っ
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ている研究とインセンティブの観点から検討を行ってい

る研究が存在する．前者には，施設の所有権の所在が費

用削減の効率性に及ぼす影響とホールドアップ問題を抑

制する契約スキームについて検討を行っている岡本ほか

（2003）がある．この研究は，施設の所有権保有者が残

余決定権を持つとの前提に立ち，公共が施設の所有権を

持つ BTO 方式では民間事業者による費用削減の投資イ

ンセンティブが低くなり，民間事業者が施設の所有権を

持つ BOT 方式では民間事業者による費用削減の投資イ

ンセンティブが高くなることを示している．そして，サ

ービス水準が需要に影響を及ぼすような施設の場合は，

サービス水準と報酬が結びついたインセンティブ契約ス

キームを採用した BOT 方式を採用することが望ましい

こと，サービス水準の低下が社会的便益に影響を及ぼす

ような施設の場合は BTO 方式を採用することが望まし

いことを指摘している．これに加え，前述した大西ほか

（2003b）も残余決定権への着目という点では同種の研

究と見なすことができるだろう． 

一方，後者には， 事業が破綻した場合における民間

事業者による自主再建のオプションの有無と事業初期段

階の投資効率について検討を行っている三浦（2008）23) 

や，民間事業者による PFI事業の発案に関するインセン

ティブについて検討を行っている北詰・崎野（2008）24)  

などがある．三浦（2008）は，サブゲーム完全均衡モデ

ルを用いて，事業破綻時に民間事業者による自主再建が

求められている場合，事業初期段階における投資インセ

ンティブは，公共や金融機関による再建が予定されてい

る場合と比べて低くなることを示している．北詰・崎野

（2008）は，質の高い PFI 事業の発案を促すには，追加

的なインセンティブ報酬を支払うことで発案によって生

じる民間事業者の期待利潤を高めると同時に，事業を通

じて民間事業者が獲得する利潤の一部を公共が徴収する

ことで民間事業者による過度な私的便益の最大化を牽制

することが望ましいと指摘している． 

 

(3) 計量分析の結果に基づく議論 

我が国の PFIを対象とした実証研究は，筆者が確認し

た限りにおいては，いずれも回帰分析によって VFM の

発現に関連のある要素の推定を行っている．このような

研究には，下野・前野（2010）を端緒として，要藤ほか

（2016），原田（2013）25) ，三菱 UFJ リサーチ&コンサ

ルティング（2018）26)  ，岩井・北詰（2019）27) がある． 

下野・前野（2010）は，2005 年度末までに受注者が決

定した 138の PFI事業を対象に，最小二乗法による回帰

分析を行っている．この研究の特色は，入札前後におけ

る VFM の変化率と関連のある要素の推定を行い，VFM

発現の主要因が競争原理であるとするいくつかの先行研

究 28) 29) の指摘の検証を行っている点である．そして，入

札前の VFM に対しては事業期間が有意にプラスの影響

を与えていること，入札後の VFM に対しては入札参加

企業数と総事業費に占める建設費の割合が有意にプラス

の影響を与えていること， VFM の変化率に対しては入

札参加企業数が有意にプラスの影響を与えること，事業

期間が有意にマイナスの影響を与えること，の 4点を明

らかにしている．この結果は，VFM の発現には競争原

理が関連している可能性が高いこと，また，公共と民間

事業者との間に削減できるコストに対する認識に相違が

ある可能性が高いことを示唆している． 

この研究で用いられた推定式は，以降の実証研究の 1

つのベンチマークとなっており，この研究は，我が国の

PFI を対象とした実証研究の礎を築いたという点で有意

義な研究であると言える． 

下野・前野（2010）に続く実証研究として，原田

（2013）がある．この研究は，2011年末までに実施方針

が公表されており，かつサービス購入型を採用している

232 の PFI 事業を対象に，最小二乗法による回帰分析を

行っている．この研究の特色は，入札の前後で VFM に

変化をもたらす要因について推定を行い，競争によって

情報レントが低下するという入札理論の検証を行ってい

る点である．そして，入札参加企業数が入札前後の

VFM の変化率に対して有意にプラスの影響を与えるこ

とを明らかにしている．この結果は，入札参加企業数が

多く競争原理が十分に働いている事業では情報レントが

低下し，入札前後で VFM が上昇する可能性が高いこと

を示唆している．また，事業期間や施設の種別，施設の

所有形態が入札前後の VFM の変化率に対して有意な影

響を与えていないことから，情報の非対称性や不確実性

といった他の入札理論に関連する要素が PFI 事業の

VFM に対して有意な影響を与える可能性が低いことも

示唆している． 

これらの研究とは異なる特色を持つ研究として，要藤

ほか（2016）がある．この研究は，2014年度末までに実

施方針が公表された 312の PFI 事業を対象に，最小二乗

法による回帰分析を行っている．この研究の特色は，所

有権の帰属先が事業のパフォーマンスに影響を及ぼすと

する契約理論の検証を行っていいる点である．この研究

は，既存の理論研究の評価を行っているという点では前

述の 2つの研究と近しいが，実際に我が国の PFI事業で

採用されている事業分野及び事業方式の違いを考慮して

いるという点で他の研究と一線を画している．そして，

庁舎などの箱物系事業では BTO 方式を用いることが 

VFM を高め，廃棄物処理施設や浄水場などのサービス

系事業では BOT 方式を用いることが VFM を高める可能

性が高いことを明らかにしている．この結果は，維持管

理業務の比重が高いサービス系事業では，施設の所有権，

すなわち事業全般に関する残余決定権を民間事業者に付
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与することでVFMが増加する可能性を示唆している． 

これらとは別に，三菱 UFJリサーチ&コンサルティン

グ（2018）は， 2007 年 4 月以降に入札公告が行われ，

2018年 3月までに受注者が決定した 354の PFI事業を対

象に，最小二乗法による回帰分析を行っている．この研

究の特色は，PFI の目的である「財政負担の軽減」及び

「サービス水準の向上」と関連のある要素の推定を行っ

ている点である．この研究では，財政負担の軽減の程度

を表す変数として，入札前の VFM，入札後の VFM，入

札前後における変化率の 3つの変数が用いられている．

一方のサービス水準の向上の程度を表す変数として，審

査における性能点得点比率が用いられている．そして，

財政負担の軽減に対しては独立採算事業の有無，入札参

加企業数，提案期間，予定価格の公表，総合評価におけ

る価格点のウェイト上昇が有意にプラスの影響を与えて

いること，サービス水準の向上に対しては入札参加企業

数が有意にプラスの影響を与えていること，総合評価に

おける価格点のウェイト上昇が有意にマイナスの影響を

与えていること，の 3点を明らかにしている．この結果

は，競争原理を働かせることが財政負担の軽減とサービ

ス水準の向上の双方を実現させる可能性が高いこと，民

間事業者の裁量の拡大，情報の非対称性の排除が財政負

担の軽減をもたらす可能性が高いこと，そして総合評価

において性能点のウェイトを高めることがサービス水準

の向上をもたらす可能性が高いことを示唆している． 

最新の実証研究である岩井・北詰（2019）は，2018年

度末までに実施方針が公表された 360の PFI事業を対象

に，最小二乗法による回帰分析を行っている．この研究

は，下野・前野（2010）の推定式をベースにサンプルサ

イズを拡大して分析を行い，下野・前野（2010）と整合

的な結果を得ている．また，その結果について実際の事

例に基づいて考察を行い，民間事業者の自由な提案を促

進する性能発注によって VFM が増加する可能性がある

ことを指摘している． 

 

(4) 先行研究が蓄積してきた知見と課題 

我が国の PFI経済研究には，理論，実証ともに一定程

度の蓄積があることが確認された．理論研究については，

いずれの研究も契約理論に基づいて議論を展開しており，

これらの研究の結論は，Hart (2003) 30) や Benet & Iossa 

(2005) 31) などの諸外国の先行研究の結論とも整合する．

中には，我が国で実際に採用されている事業方式を踏ま

えた検討を行っている岡本ほか（2003）や，先行研究が

指摘している契約上の諸問題について，実例と照らしな

がら検討を行っている原（2018）など，実装を見据えた

議論を展開しているものも確認された．理論研究の含意

は以下のように総括できる． 

 

・財務的モラルハザードを解決するためには金融機関

によるモニタリングが有効である可能性が高い． 

・技術的モラルハザードを解決するためには保証金制

度が有効である可能性が高い． 

・官民間の利益相反が小さいケースでは BOT 方式が

望ましく，公共の事業管理能力が高いケースでは

BTO方式が望ましい． 

・逆選択を解決するためには，マーケットサウンディ

ング型官民対話とオープンデータ化が有効である

可能性が高い． 

・サービス水準が需要に影響を及ぼすような施設の場

合は，サービス水準と報酬を連動させた BOT 方式

を採用することが望ましい． 

・サービス水準の低下が社会的便益に影響を及ぼすよ

うな施設の場合は，BTO 方式を採用することが望

ましい． 

・事業破綻時に民間事業者による自主再建が求められ

る場合，事業初期段階における投資インセンティ

ブが上昇する可能性が高い． 

・質の高い PFI事業の発案を促すには，民間事業者の

期待利潤を高めると同時に，過度な私的便益の最

大化を牽制することが望ましい． 

 

実証研究については，計量分析によって理論研究の評

価を行っているものが確認された．例えば，下野・前野

（2010）と原田（2013）は，競争原理が VFM の源泉で

あるとする入札理論の検証を行っている．また，要藤ほ

か（2016）は，残余決定権の所在が VFM に影響を及ぼ

すとする契約理論の検証を行っている．実証研究の含意

は以下のように総括できる． 

 

・VFM を増加させるには，民間事業者の入札参加イ

ンセンティブが高まるように入札条件を設定する

ことが有効である可能性が高い． 

・民間事業者は建設段階においてコストを削減するこ

とを検討している可能性が高い． 

・維持管理業務の比重が高い事業では，施設の所有権

を民間事業者に付与することで VFM を高めること

ができる可能性が高い． 

・PFI の導入によってサービス水準の向上を実現する

ためには，総合評価において性能点のウェイトを

高めることが有効である可能性が高い． 

 

このように，経済学的研究によって，我が国の PFI事

業には経済理論と整合する実態があるということが明ら

かになっている．しかしながら，実証研究においては，

事業開始前に公表される情報に基づく分析に留まってお

り，事業期間中あるいは事業終了後のデータに基づく分
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析を行えていないという課題がある．これは，高橋

（2019）32) が指摘するように，PFI に関するデータの整

備が進んでいないことが原因であると推察される．実際，

本稿が取り上げた実証研究のデータの出典は『PFI 年

鑑』（特定非営利活動法人 日本 PFI・PPP協会編）のみ

であり，分析に利用できるデータが限定的であることが

うかがえる． 

一方，諸外国の研究には，PPP が導入された事業のパ

フォーマンスの事後評価を行っているものがあり，事業

分野は限られるものの，PPP による事業実施が効果的で

あったことが明らかにされている（Estache & Saussier, 

2014）33) ．例えば，EU諸国の中で最も PPP事業の実施

件数が多いフランスでは，事業の事後評価も頻繁に行わ

れている．Chong et al. (2006) 34) は，フランスの水道事業を

対象に，PPP を導入した事業と導入していない事業のパ

フォーマンスを比較し，PPP の導入効果の評価を行って

いる．また，Saussier & Tran (2012) 35) は，運営段階にある

フランスのサービス購入型 PPP 契約（Availability-Based 

PPPs）のパフォーマンスについて， 契約実施者（公

共）へのアンケート調査による評価を行っている． 

我が国では，従来型の公共事業の事後評価を行ってい

る研究はいくつか存在するが，前述したいくつかの諸外

国の研究のように，PFI あるいは PPP 事業のパフォーマ

ンスについて事後評価を行っている研究は確認されない． 

 

 

4. おわりに 

 

我が国の PFI経済研究の特徴として，以下の 2点を指

摘できる．第 1に，主に契約理論をベースとした理論研

究が蓄積されており，諸外国の研究とも整合的な結果を

得ている点である．第 2に，理論研究の評価を行ってい

る実証研究がいくつか存在するが，いずれも VFM の発

現要因に関する回帰分析を行うに留まっている点である． 

一方，課題としては，実証研究の分析内容が限定的で

ある点が挙げられる．例えば，諸外国の研究では事業パ

フォーマンスの事後評価が行われている．このような研

究を我が国の PFI事業を対象に実施するためのデータの

整備が，我が国の PFI経済研究のさらなる発展に向けて

必要とされるだろう． 

PFI 経済研究は，実務，政策の両面でその重要性を増

しており，さらなる知見の蓄積が求められる．PFI 経済

研究の成果を踏まえた実務上の枠組みの変更や政策の変

更による効果の検証など，PFI の導入に関する科学的根

拠のさらなる蓄積は，今後の研究課題としたい． 
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